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「外形基準」の導入による信書規制の改革を

生活者視点の規制改革を実現するために

ヤマト運輸株式会社

具体例からの考察と提言

別 紙
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＜別紙１＞ 近年、お客様が誤って信書を送り、警察の取り調べをうけたり

書類送検されたりするケースが増えている。

このままでは、生活者は、便利なサービスがあっても、安心して

荷物を送れないことになりかねない。

当社における郵便法違反発生件数 2009～2013年度

８件 （警察による事情聴取／うち３件は書類送検）

総務省公表 郵便法違反事例件数 2006～2010年度

７９件
2011年6月29日

総務省北海道総合通信局

「信書制度の概要」より
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＜別紙２＞ 息子宛の荷物に同梱された母親の手紙が、テレビ番組で紹介された。

総務省は、「郵便法違反」と判定したが、告発はしなかった。

2013年５月25日 番組内で紹介された手紙（フジテレビ）

2013年６月14日付 情報流通行政局郵政行政部郵便課長からの回答（抜粋）

○○へ
元気ですか？
いつも○○のテレビを楽しんで見ています。
最近益々ツッコミのキレもすごいと思います。
さすがですね。
近所の人から
「もう大丈夫やね あのポジションはいい所やね」とよく言われます。
本当に自慢の息子です。
それから、彼女を大阪から東京に呼び寄せ、一緒にくらしているそうやけど、
そろそろ責任取ったらどう～ぉ

母より

貨物の送付に関するものであることが分かる
記載がなされていないため、残念ながら、郵
便法第４条第３項の「貨物に添付する無封
の添え状」には該当しません。
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＜別紙３＞ 受取人からの告発で、送り主と運送会社が書類送検される。

※２００７年１０月に日本郵政公社が解散されるまでは、郵政監察官が

郵便法違反を取り締まっていた。

「送り主の申告がなければ

荷物の中身までは確認できない」

「郵便法に違反しているとは

認識していない」

送り主

運送会社

受取人
告発

警察署

取り調べ
メール便や宅配便

メール便や宅配便
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＜別紙４＞ 受取人からの告発により、

送り主と運送会社が容疑者にされた。

2013.9.24読売新聞 朝刊

2011.4.16日本経済新聞 夕刊事件①

事件②
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＜別紙５＞ 信書を送ると、運送会社だけでなく、送り主までが罰せられる。

第四条 （事業の独占）

１ 日本郵便株式会社（以下、会社）以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除

いて郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

２ 会社（契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む）以外の者は、何人も、他人の信書 （ 特定の受取

人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。）の送達を業としてはならない。

二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者と

みなす。

３ 運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。

ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

４ 何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に

信書（同項ただし書に掲げるものを除く。）の送達を委託してはならない。

第七十六条 （事業の独占を乱す罪）

１ 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

２ 前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。

郵便法
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＜別紙６＞

総務省のホームページから
ダウンロード可能

何が「信書」に当たるのか、送り主は自らの責任で調べる必要がある。

しかし、総務省の窓口に問い合わせても、担当者が即答できないケースも多い。
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＜別紙７＞ 同じ文書でも、「信書」になったり、ならなかったりすることがある。

（例） 求人応募のため、応募人が履歴書を企業に送付する場合は、特定の受取人（企業）に対する差出人（応募人）の事実（経歴等）を

通知した文書となるため、信書に該当しますが、企業が応募人に対し履歴書を返送する場合は、履歴書自体に差出人（企業）の事実の

通知がないため、信書に該当しません。（※ただし、合否の通知とともに送付する場合は、合否の通知自体が信書となります。）

総務省のホームページ 「信書に該当する文書に関する指針」Q＆A集 より

例えば「履歴書」

応募者が企業に送る場合は

「信書に該当する」。

企業から応募者に返送する場合は

「信書に該当しない」。
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＜別紙８＞ 規制改革会議では、「信書の分かりにくさ」は継続課題になった。

閣議決定されなかったという理由で、見過ごしていい問題ではない。

２０１３年 5月27日開催 創業等ＷＧの議事概要より抜粋

○大田議長代理 すみません、１点、これも細かい点、今、気が付いたのですが、20 番の信書なのですけれども、何を言い

たいかというと、事業への参入要件と信書の明確化が２つ出ていましたね。だから「ユニバーサルサービスを確保した上で」

というのは参入要件ではあるのですけれども、今でも何が信書なのかが分からないという問題がこの間出ていましたね。し

かし、「ユニバーサルサービスを確保した上で」が最初の方に出てきているので。

○武藤参事官 信書の定義の明確化というお話だったと思うのですけれども、そこを相手とも議論しまして、結果さらに定義

を周知すべく頑張るということしか書けないということでありまして、それでしたら今やっていることと変わらないので、あえて

閣議決定という形でピンどめしなくてもいいかということです。

○大田議長代理 あえてピンどめしないということですね、今後に残すということですね。分かりました。

○武藤参事官 そういう趣旨で、項目としては上げないということに整理しております。

２０１３年 9月6日開催 創業・ＩＴ等ＷＧの議事概要より抜粋

○大田議長代理 前回の答申で、この創業ワーキングで引き続きの検討課題となった、例えば信書便の問題ですとか、そう

いうものはどう扱うのですか。

○安念座長 そこはなかなか難しいところですね。 事務局は何か腹案みたいなものはおありですか。中原参事官、どうぞ。

○中原参事官 また後ほど御検討を申し上げる中で、総合的に見直すことができるかどうかも含めて御判断をいただきたいと

思っています。
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＜別紙９＞ 当社主張の転換 信書定義の撤廃から、規制範囲の明確化へ。

「信書」定義の撤廃、次善策としての定義の明確化及び罰則の対象の縮減

「信書」の定義が不明確であることの不都合は、既に述べたとおりですが、総務省の取組にもかかわらず、およそその解消は、

不可能と言わざるを得ません。そうであるなら、まず、円滑なサービス提供阻害の原因である「信書」という定義自体の撤廃を

検討していただきたいと考えます。

「信書」の定義が不明確であることへの対処としては、重量等の外形基準による定義付けも考えられます。しかしながら、

かえってこれまで「非信書」の輸送として認められていたものが「信書」に区分され、民間事業者による輸送が、信書便事業に

参入しない限り、認められなくなるという、規制の見直しに逆行する本末転倒の結果を招くおそれがあります。

２０１３年４月１９日 規制改革会議 創業等ＷＧ 当社見解の趣旨

「外形基準」の導入による信書規制の改革を

郵便法第四条（事業の独占）に定める規制条件は現在、一般には分かりにくい「信書（内容基準）」になっているが、

これを誰もが客観的に判断できるサイズという「外形基準」とするよう規制のあり方を改革すべきであり、

同時に、違反した場合の送り主に対する罰則規定を廃止すべきである。

２０１３年１２月１２日 郵政政策部会ＷＧ 新たな当社提案

資料２－２ 「文書輸送に対する規制問題について」より抜粋
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＜別紙１０＞ かつて日本郵政公社も「外形基準」の導入を主張していた。

２００７年８月２２日

郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会

第６回会合 配布資料より

２００６年２月１６日開催 「郵便におけるリザーブドエリアと競争政策に関する研究会」でのヒアリングにて
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＜別紙１１＞２０１３年１０月に発表された、「経団連規制改革要望」も、

「外形基準」の導入による規制改革の実現を提言している。
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＜別紙１２＞海外では、誰にでも分かりやすい「外形基準」による規制が一般的であり、

違反した場合でも、送り主には罰則を課していない。

参入条件なし

参入条件な し

大きさ・重量

大小
重 量 重 量

重軽
重 量

信書の配送に関して
・郵便事業者 課されている
・信書便事業者 課されている

レターの配送に関して
・郵便事業者 課されていない
・民間事業者 課されていない

郵便物の配送に関して

・郵便事業者 課されていない
・民間事業者 課されていない

郵便サービスの配送に関して
・郵便事業者 課されている
・民間事業者 課されている

参入条件なし

信書の配送に関して
・郵便事業者 提供義務あり
・一般信書便事業者 提供義務あり

レター の配送に関して
・郵便事業者 提供義務あり
・民間事業者 提供義務なし

郵便物の配送に関して

・郵便事業者 提供義務あり
・民間事業者 提供義務なし

郵便サービスの配送に関して
・郵便事業者 提供義務あり
・民間事業者 提供義務なし

信書 レター 郵便物 レター
郵便サービス
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全
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信書という領域があり、
その全てが独占範囲と
定められている。

レターという領域があり、
その一部が独占範囲と
定められている。

郵便物という領域はある
が、独占範囲は既に消滅
している。

郵便サービスという領域はあるが、独占範囲は
既に消滅している。
ただし、一部にライセンスの取得義務が課されて
いる範囲が存在する。

「12.5ｵﾝｽ

(約350g)以内」

かつ

「郵便料金の

6倍以内」

1kg
まで
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日 本 ア メ リ カ イ ギ リ ス ド イ ツ

送付物の 内容

運送事業者・依頼人 両方

送付物の 料金と重さ

運送事業者・依頼人 両方

※実務上は、運送者のみ

なし
（独占範囲が存在しないため）

運送事業者 のみ

送付物の 重さ

なし
（独占範囲が存在しないため）
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金

安

高

料

金

重軽重軽
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＜別紙１３＞ ２００８年６月に 郵便・信書便制度の見直しに関する調査研究会が発表

した報告書では、「法令による事業規制」をやめるべきと提言されていた。

２００９年３月１９日

第４回 信書便事業に関する意見交換会

配布資料より


